
市 民 社 会 に お け る人 間 と倫 理(6)

一 ヘーゲル 「法 ・権利の哲学』を読む一

　 　　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 福 吉 勝 男

〈承前〉

　「市民社会における人間と倫理(1)」(名 古屋市立女子短期大学研究紀要、第55集 、1995年6月)

　「市民社会における人間と倫理(2)」(名 古屋市立女子短期大学研究紀要、第56集 、1996年3月)

　「市民社会における人間と倫理(3)」(名 古屋市立大学人文社会学部研究紀要、創刊号、1996年

　　　　　　　　　　　　　　　　　 12月)

　「市民社会における人間と倫理(4)」(名 古屋市立女子短期大学研究紀要、第57集 、1997年1月)

　「市民社会における人間と倫理(5)」(名 古屋市立女子短期大学生活文化研究 センター 『生活文

　　　　　　　　　　　　　　　　　化研究』、第8集 、1997年3月)

[第230節](本 節か ら第256節 まで、市民社会の第三の契機である 「C　 公共政策 と職業団

　　　　　　　 体」について叙述されている)
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　

　 〈 ヘ ーゲ ルの 叙 述 〉 　 　欲 求 の体 系 で は、 個 々人 そ れ ぞれ の生 計(die　 Subsistenz)と 福 祉
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　

　 (das　Wohl)は1つ の可能性 として存在するだけで、その現実性は個々人の恣意 と自然的特

　 殊性によって制約 されていると同様、欲求の客観的体系によって も制約されている。 しか も
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 .　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.

　 他方、司法活動によっては、所有 と人格性 との侵害が償われるだけである。だが特殊性にお
　 .　　.　　.　　.　　.　　.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.　　.　　.　　.　　.　　.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 .　　.　　.　　.　　.

　 ける現実的な権利は、一方の目的を妨げる偶然的なものも、他方の目的を妨げる偶然的なも
　 　 　 　 　 　 　 .　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.

　 のも、 ともに除去 されて、人格 と所有の妨害 されることのない安全が成就されることを要求
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 .　　.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.　　.　　.　　.　　.　　　　　　.　　.　　　　　　　　　　　　.　　.

　 するだけではなく、個々人の生計 と福祉の保障が一 つまり、特殊的福祉が権利として取 り
　 .　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.

　 扱われ実現されることを要求する。

　 〈論評〉　　本節におけるヘーゲルの確認のポイントは、市民社会の第一の契機である 「欲

　 求の体系」の基本的特徴 と、市民社会における個々人の本来の要求についてである。

　　 まず、「欲求の体系」では個々人の特徴的欲求の充足が自己目的とされ、個々人の恣意 と

　 個々人間の自由競争が支配的であるか ら、個々人の人間 らしい生存の確たる保障は約束され

　 てはいない。 このことをヘーゲルは市民社会の基本的特徴として、「生計 と福祉は1つ の可

　 能性 として存在するだけ」であると確認 し、表現 したのである。

　　 では、市民社会 における個々人の本来の要求はどのようなものなのか。それは、いうまで
　 　 　 　 　 　 　 .　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.

　 もなく1つ の可能性 としてあるだけの、言い換えれば偶然的なものとしてあるだけの個々人

　 の 「生計」 と 「福祉」、「人格」 と 「所有」が確固たるものとして保障 され、安全が確保され

　 ることであろう。 このことが本節において、「特殊的福祉が、権利として取 り扱われ実現さ

　 れること」 とヘーゲルが述べたことなのである。



　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　

　　 この引用文中の 「特殊的」には1人 ひとりの意味合いが込められており、その1人 ひとり

　 の具体的特殊的 「福祉」(生存、生活のこと)が 「実現 される」 には確固たるものとして現

　 実に実現され保障されることが含意されているのである。以上には、市民社会に生きる人間

　 に対するヘーゲルの基本的観点が端的に表現されており、貴重な個所だといえる。

[第231節](本 節から第249節 まで、「a　公共政策」 としてまとめられている)

　 〈ヘーゲルの叙述〉　　生計 と福祉を保障 し、所有 と人格性を安全 にす る普遍者の威力

　 (Macht　 des　Allgemeinen)は 、さしあたりこれらのいずれの目的にとって も特殊 的意志が

　 相変わ らず原理である限 りは、次の2つ の状態に止まる。すなわち、一面では、その力のお
　 　 　 　 　 　 .　　.　　.　　.　　.　　.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.　　.　　.　　.

　 よぶ範囲を偶然的なものの範囲に限定 されたままであり、他面では、いぜんとして外的秩序

　 であるに止まるのである。

　 〈論評〉一 本節までに幾度 となく確認 されているように、市民社会は個々人の特殊的意志

　 が原理 になっている。すなわち、個々人の諸々の欲求、関心、 目的が市民社会では最大の関

　 心事であって、それら個々人のもろのぶつかり合いによって、市民社会が成立 しているといっ

　 てよい。 したがって、個々人がぶつか り合い、互いに競争 し、 ときには相手をノック・ダウ

　 ンさせるほど激 しい自由な関わり合いがある市民社会に生 きる個々人に、生計や福祉、所有

　 と人格性を安全に保障す るといって も、その役割をはたそうとする 「普遍者の威力」にも限

　 界があるのは明 らかである。

　　　「普遍者の威力」 とは、本節か ら主題となる 「公共政策」(Polizei)1)の ことであろう。

　 本節では、 この 「公共政策」の有する限界を 「外的秩序」としてあ らか じめ結論的に確認 し

　 ているが、このことは 「公共政策」をも内に含んだより強力で大きな 「普遍者の威力」 とし

　 ての何物か、つまり 「国家」が提起 されうる踏石になっていると私は考えている。

[第232節]

　 〈ヘーゲルの叙述〉　　犯罪は普遍的な威力(die　 allgemeine　 Macht)に よって阻止 され

　 なければな らず、あるいは裁判によって処理 されなければならない。 しか し、 こうした犯罪

　 の他に、それ自身 としては合法的な行為をなしたり、所有物を私的に使用 したりする許され

　 た恣意(Willkur)も また、他の個々人や、共通の目的のための他の公共の事業に対 して、

　 やはり外面的関係をもっている。このような一般的側面のために、私的行為といえども、私

　 の手から離れて、他人に損害や不法をおよぼしかねないところの、あるいは実際におよぼす

　 ところの、思いがけない偶然事になる。

　 〈論評〉一 次節の論評のさい合わせて行なう。



[第233節]

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 .　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.

　 〈ヘーゲルの叙述〉一 こうしたことはなるほど損害の1つ の可能性にすぎない。 しか し、

　 そのことがどんな損害 も与えないということも1つ の偶然であるから、同じくまた1つ の可
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　

　 能性以上のものではない。 これが右[前 節］のような私的行為 のなかに含まれている不法

　 (Unrecht)の 面 で あ り、 したが って公共 政策 の立 場 か らな され る刑 罰 に正 当性

　 (Gerechtigkeit,　justice)が ある究極の理由である。

　 〈論評〉一 前節 と本節とは切 り離すことができない1つ の内容についての叙述になってい

　 るため、両節を合わせて論評することにしたい。

　　 先の 「司法活動」の個所で確認されたように、犯罪は法律を犯 し、権利を侵害することな

　 のであるか ら、「普遍的威力」=<Polizei>2)に よって、できるだけ事前 に阻止 されねばな

　 らない。 しか し犯罪がなされた場合には、法律に基づ く裁判によって処理されねばならない

　 のはいうまで もない。こうしたことは、法律社会としての市民社会の基本原則であろう。

　　 しか し問題は、それ自身は決 して法ないし法律にふれる犯罪ではない、もっといえば合法
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　

　 的な行為に他ならないのに、ある1つ の私的行為が結果として、他の個々人や社会の公共の

　 目的に損害を与えるような場合をどう考えるかということである。

　　 ヘーゲルがいうように、ある個人の1つ の私的行為が他人に損害を与えるか否かは偶然事

　 であり、どちらの可能性もありうるのである。1つ の偶然事がきっかけになって、ある私的

　 行為が他人のため にもなれば、また他人に損害を与え、不法行為と認定されもする。

　　 不法行為と認定された、その私的行為が可能性として他の個々人の福祉の増進にもなりえ

　 たのだとして、その責任が等閑に付されれば、市民社会はまさに偶然事の支配する秩序のな

　 いものになるであろう。 したがってヘーゲルが主張するのは、結果として他人に損害を与え、

　 不法をなしたと認定されたものには、それ相応の刑罰が課 されねばならないということであ

　 る。 これが、「公共政策」の立場からなされる刑罰に 「正当性」が認め られ る本当の理 由な

　 のである。

[第234節]

　 〈 ヘ ー・ゲ ル の 叙 述 〉 一 外 面 的 に 現 存 在 す る も の の 諸 関 係 は 、 「悟 性 的 無 限 性 」(die

　 Verstandes-Unendlichkeit,　 the　infinite　of　the　Understanding)3)に 陥 る。 そ れ 故 、 何 が

　 有 害 か 無 害 か、 ま た犯 罪 に 関 して何 が疑 わ し く何 が疑 わ し くな い の か、 何 が禁 止 さ れ ね ば な

　 らず 、 何 が監 視 さ れ ね ば な らな い か、 あ るい は何 が禁 止 、 監 視 、 嫌 疑 、 審 門、 釈 明 を免 ぜ ら
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　

　 れ るべ き か、 と い った こと を決め る境 界 は そ れ 自体 と して は存 在 しな い。 これ らの詳 細 な規

　 定 を与 え る もの は、 習 俗(die　 Sitten)で あ り、 そ の他 の体 制(Verfassung)の 精神 で あ り、

　 そ して そ の時 々 の情 勢 、 刻 下 の危 険 な ど で あ る。



〈補遺〉一 ここでは確固とした規定をたてることも、絶対的な境界を引くこともできない。

ここでは一切が個人的であり、主観的意見が入 り込む。そこで、体制の精神と時代の危険と

が、委細を伝え知らさなくてはならない。例えば戦時には、ふだんは無害な多 くのことが有

害だとみなされる。
　

こうした偶然性や恣意的個人性の面があるために、公共政策[警 察的権力]は 何かしら憎
　 　

しみをうける。どんなことのうちにも、何か他のものに対 して有害 になりうるような関係が

見い出されるか ら、公共政策[警 察的権力]は どんなことでも全部、 自分 の領分に引き入れ

ようという方針をとることがある。 この点に、公共政策[警 察的権力]が 細かいことにまで

いちいち詮索するような行動に出て、諸個人の日常生活を窮屈にする所以がある。

〈論評〉　　　日常生活において個々人は皆、みずからの欲求、関心、 目的によって行為 し、

生 きている。個々人の 「特殊的意志」が原理 として機能 しているといってよい。したがって、

ある個人がみずか らの特殊的意志に基づいて行為 した結果が他人 に損害を与えるか否か、ど

ちらになるにせよ、それはまった くの偶然である。

それ故、ある私的行為に対する規制等の一定の　　　判断 禁止、監視、嫌疑、等々　　 は、

その社会の伝統や習俗であったり、その社会が最 も大切にしている価値観(「 体制の精神」)

であったり、また平時 ・戦時など時代の情勢からくるものである。だか ら、判断のさいの客

観的境界 ・基準はないのである。(殺人や窃盗など、他人への損害が明確な場合は別にして。)

こうした他人に損害を与える偶然的可能性が絶えずあるからなおのこと、個々人の日常生

活の細部にまでわたって詮索的行動にでるという 「公共政策[警 察的権力]」 の特徴ある性

格 も垣間見える。この点に、公共政策[警 察的権力]の ある部分が人々か ら何かわず らわし

く、また胡散臭 くみ られる理由があるといえる。より一層の危険性を指摘 しておけば、判断

の客観的境界 ・基準がないが故に、あらゆる行為が危険とみなされ、監視の対象にされかね

ないということである。

[第235節]

〈ヘーゲルの叙述〉　　　日常の[個 々人の]欲 求がとめどなく多様化 して交錯するようにな

ると、それらの欲求を充足させる手段の調達と交換が妨げられることなく行なわれ うること
..

を、誰 もが当てにするようになる。それ故、まず、 これらの手段の調達 と交換に関 して、次

に、できるかぎり短縮化されねばならないこれらの手段の検査と取引上の商議に関 して、共
..

通の利益であるような面、そ して1人 の仕事が同時にすべての人のためであるような面が生
　 　

じ、　　　そしてまた共同使用のために存在 しうるような手段や事業が生 じる。 これ らの一般
..

的 な仕 事(Geschafte)と 公 益 の た め の(gemeinnutzig)事 業 に は、 公 の 威 力 に よ る監 督

と事 前 の配 慮 とが 必 要 で あ る。



〈論評〉一一 市民社会において人々の欲求がいっそう多様化 していくことと、欲求充足のた

めの手段が発達 していく(手 段の調達、交換を主にした)こ ととは相即 し、相関関係にある。

前節までのところで確認されたように、市民社会においては確かに個々人の 「特殊的意志」

が機能 し、個々人のさまざまな欲求充足のための手段の調達 ・交換に関わる点にしても、特

殊的で偶然的な性格を有することは免れえない。 しか しながら、市民社会が展開 していき、

人々の欲求充足のための諸手段が発達 していくにつれて、当該事項がたんに特殊的、偶然的

な性格に止まってばかりにはいかなくなって くる。すなわち、欲求充足の手段といっても、

ある1人 の特殊的な欲求の充足に対応するだけでなく、多 くの人(も っといえば、すべての

人)の 「共同使用のために存在 しうるような手段や事業」が生 じる必然性がある。

現代社会においても、〈 自分の ・1人 の仕事=す べての人のための仕事〉が成立 しうる。

この等号が個々人 にはっきり自覚されているかどうかは別にしてである。ヘーゲルが本節で

述べている〈自分の ・1人 の仕事=す べての人のための仕事〉の代表的なものとして、 「公

益のための事業」をあげている。この公益事業には、「公の威力」による監督 と事前 の配慮

とが必要であると強調 されるのである。

[第236節]

　 　 　

〈ヘーゲルの叙述〉 生産者と消費者との異なった利益は衝突 し合うことがある。大体に
　 　 　 　

おいては、正 しい釣 り合いが自ずか ら回復されはするが、均衡をとるためにはやはり、両者

の上に立 って意識的に行なわれる規制が必要である。個々のものに対するこうした規制を行

なう権利が是認 される理由は、次の点にある。すなわち、日常的に使用される商品が、つま

り普遍的なものとしての個人である公衆 に提供 される商品が、公に陳列 されて売 りに出され

ることによって、公衆の騙 されないという権利の擁護と、商品検査の管理 とが、共通の仕事

として公の威力によって行なわれうるからである。　　 しか しながら、諸々の大産業部門が

公の機関による事前の配慮 と指導 とを必要 とするのは、特にこうした部門が海外の諸事情や

遠隔地 との諸々の繋がりに依存するにもかかわらず、これ らの部門に割 り当て られ結びつけ

られている諸個人が、 こうした海外の諸事情や諸々の繋がりを見渡すことができないか らで

ある。

市民社会における商工業の自由を一方の極 とすれば、もう一方の極 はすべての人の労働を

公の対策 によって斡旋 し指定することである。[後 者の例は]ピ ラミッドや、 その他の 巨大

なエジプトやアジアの構築物を造 った古代の労働がそうである。(一 部略)

この[個 々人の］特殊的利益 は、上からの規制 に反対 して先の商工業の自由を求めはする。

しかしそれは、盲 目的に利己的目的に没頭 してしまえば しまうほど、 ますますこうした規制

を必要 とし、普遍的なものへと連れもどされる。その結果、私益の危険な突発的衝突は緩和

され、そうした衝突が調停 される時間的長 さも短縮 されるのである。 この衝突は、上か らの

規制がなくても、知 らず知 らずのうちに必然的な道をたどってついには調停 されるであろう



が、それに要する時間的長さが、上か らの規制によって短縮されるのである。

〈補遺〉一 公共政策的な監督 と事前の配慮が目的とするのは、個人を個人的な目的の達成

のために存在 している一般的可能性 と媒介することである。公共政策 は街路照明、橋の架設、

日常必需品の価格指定、ならびに衛生に対 して配慮 しなければならない。 ところでこの点に

ついては、今 日、次の二つの主な見解がある。一方は、公共政策 は一切を監督すべきだと主

張 し、他方は、各人がそれぞれ他人の欲求に順応するであろうから、公共政策はこれについ

て何ひとつ規定すべきではないと主張す る。

　 もちろん個々人には、 自分の思いどおりの仕方で働いてパ ンを得 る権利がなければな らな

い。他方、公衆にもまた、必要なものがしかるべき仕方で提供 されることを要求する権利が

ある。 この両方 の面 がかなえ られなければな らず、 営業 の自由 は公共 の福 利(das

allgemeine　Beste,　the　general　good)を 危険に陥 らせるような性質のものであってはな ら

ない。

〈論評〉一 市民社会においては、商工業の自由な活動を基本的原則 にしている。この点は、

ヘーゲルが指摘するように、古代エジプ トやアジアにおける巨大な構築物の建設のさいにみ

られたところの、「公」つまり 「お上」により指定された労働 とは根本的に異なる。

　だが、商工業の自由な活動といって も利己的目的に没頭ばか りしてはいられない。そこか

ら生産される商品が多 くの公衆に提供されるものであるか ら、商品検査の管理などを中心 と

して、公衆の利益を守るための仕事が 「公の威力」によって行なわれねばならない。 これが

「公共政策」 としてなされる公の仕事なのである。

　本節の〈補遺〉においてヘーゲルが指摘 しているように、公共政策 は街路照明、橋の架設、

また日常必需品の価格の安定策、衛生に対する配慮など、多 くの規制をともなった処置 とし

て行なわれる。

　 こうした諸政策の中で一番規模の大きいものの1つ に、大産業部門への公的機関による事

前の配慮と指導があげられる。その理由は、大産業部門の場合、海外の諸事情や遠隔地 との

諸々の繋がりに大きく依存 しており、そ して、そうであるが故に消費者はそれ ら諸事情 とは

直接関わ らないか ら、公的機関による配慮、指導が必要であるとヘーゲルは述べている。 こ

の点は生産 と消費、商品流通が大きく国際的規模に拡大 している現代においてはなおのこと、

強 く指摘されうる事柄だと思 う。

　それにしても、市民社会において(営 業の)「 自由」と公による上からの 「規制」 とは矛

盾 し、衝突するのは必至である。 しかし、原理は 「自由」の方にあるはずである。だか らと

いって、自由は盲 目的に利己的目的に没頭 してはならない。ヘーゲルが確認するように、大

事な点は 「公共の福利」に反 しないような営業の自由が追求されるべきだということである。

この点は、現代においてもなお、依然として重要な課題として提起 されている事柄なのであ



　 る。

[第237節]

　 〈ヘーゲルの叙述〉　 　ところで、普遍的資産(das　 allgemeine　 Vermogen)に 参与 して

　 その配分にあずかる可能性は、どの個人にも与えられていて、公の威力によって保障されて

　 はいる。 しか し、この保障が もともと不完全たらざるをえないということは別にしても、先

　 の可能性はやはり、主観的な面か らして依然として諸々の偶然に支配 されている。そして こ

　 の可能性が、技能、健康、資本などの諸条件を前提とするものであればあるほど、 ますます

　 そうなのである。

　 〈論評〉　　 「普遍的資産」への参与とその配分の問題は、すでに第200節 で述べ られた事

　 柄である。本節で再度強調されているのは、「公の威力」が当該問題に関与する点である。

　 公の威力により、普遍的資産に参与 し、その配分にあずかるのはどの個人にも保障されては

　 いるが、 しか しその保障は可能性としてのものに止まるのである。 このことは、 これまでの

　 節で何度も確認 しているように、市民社会の原理は主観的特殊性 にあり、客観的普遍的な側
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　

　 面 今回の問題でいえば、完全な保障ということ は偶然に委ね られて しまっているこ

　 とを意味 しているのである。

[第238節]

　 〈ヘーゲルの叙述〉一一さしづめ家族が実体的全体(das　 substantielle　Ganze)で あ るか

　 ら、個人の先の特殊的な諸側面に対 して、 あらか じめの配慮をするのはこの実体的全体であ

　 る。すなわち、個人が普遍的資産のうちか ら働いて入手 しうるための手段や技能に関しても、

　 またこれを入手する能力がたまたまな くなった場合の彼の生計 と扶養に関 しても、あらか じ

　 めの配慮をするのは家族の仕事である。

　　 これに反 して市民社会は、個人をこの家族的な絆か ら引き離 し、家族員相互の仲を離間さ

　 せ、そ して彼 らを独立の人格として認め る。 さらに市民社会 は、個々人が自分の生計の資を

　 得ていた外的な非有機的自然である父祖の土地の代わりに、市民社会 自身に基盤をおき、家

　 族全体の存立 さえをも市民社会に依存 させ、偶然性に支配されるものにする。 こうして個人
　 　 　 .　　　　　　　　　　　　　　　　　　.

　 は、市民社会の息子(Sohn　 der　burgerlichen　 Gesellschaft)に なって しまっており、個

　 人が市民社会に対 して権利(Recht)を もつのと同 じ程度に、市民社会 も個人に対 して要求

　 をもつのである。

　 〈補遺〉一 た しかに、家族は個々人のパンのことを配慮 しなければな らない。 しかし家族

　 は市民社会では従属的なものであって、ただ土台をすえるだけである。家族の力の効 く範囲

　 はもはやそれほど広 くはない。 これに反 して、市民社会は巨大な威力である。この威力は人々



を引き寄せ、人々がこの社会のために働き、この社会を通 じてあらゆるものになり、 この社

会を介 してあらゆることを行なうように人々に要求する。

　人間がこのように市民社会の一員(ein　 Glied)で あるほかないとすれば、彼は家族 にお

いて もっていたのとまったく同様の権利と要求を市民社会に対 してもつ。 したがって、市民

社会はその成員(Mitglied)を 保護 し、成員の諸権利を擁護 しなければならないが、それと

同じく個々人 もまた、市民社会の諸権利に対 して義務を負わされている。

〈論評〉一 本節の主要論点は、家族と市民社会とに対する個人の関係の仕方における相異

ということである。

　個人が働 き生きていくにあたって必要とする様々な手段や技能の習得にしても、またなに

かの不幸 により先の習得が不可能となった場合の生計 と扶養にしても、まず配慮するのは家

族である。

　家族 は 「実体的全体」4)であり、家族員相互を実体的一体性のもとに確保 している。 こう

した家族的な絆から個人を引き離 し、そして個々人を独立の人格として認めるようになるの

が市民社会 なのである。

　このように市民社会 は家族の成員を独立の人格 として認め、一個の個人(人 間)と して独

立させる。 と同時に、個人 はみずか らの生計 ・生存維持 をみずか らの手により確保 し、偶然

性の支配する市民社会 にみずか らを置かねばならないのである。

　市民社会 の中で個々人 は確かにあらゆることをな し、 あらゆることを享受する権利を有 し、

そうなるよう権利を要求する。(ど こまでも偶然性に支配 されているが。)それと同じく、個々

人は市民社会か ら要求 されるものがある。それは市民社会の諸権利を擁護 ・遵守 し、それ ら

諸権利 に対 して義務を負わねばな らないということである。すなわち、個々人は市民社会 に

対 して要求するばかりでなく、市民社会から要求 されるということなのである。なぜなら、

市民社会 は対等平等な諸個人の結合体であるからである。すべての個人は、〈権利 一義務〉

関係の主体であるといってもよい。 この考えは、近代以降、現代社会においても通用する重

要な論点であろう。

[第239節]

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　

　 〈ヘーゲルの叙述〉　　市民社会 は、 このような普遍的家族 という性格をもっているから、
　 　 　 .　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.

　 こと教育に関しては、それが社会の成員 となる能力に関わるかぎりは、両親の恣意 と偶然性

　 を排 して、教育を監督 し左右す る義務 と権利をもっている。

　　(以下略)

　 〈補遺〉一 親の権利 と市民社会の権利 との間にも境界を画することは、 この場合非常にむ

　 ずかしい。ふつう親は、教育に関 して完全な自由を持 っていると思い込んでおり、 したいこ



とはなんでもすることができると思い込んでいる。教育が公共的なものであるにもかかわ ら

ず、公教育に対する主な反対は、親の側から起 こるのがふつうであり、 自分たちの好みに合

わないという理由で、教師や教育施設の非をあげつらうのは親たちである。それにもかかわ

らず社会は、そのさい裏づけのある見解に したがって措置を講 じ、子供を学校へ行かせたり、

子供に種痘を受けさせたりなどするように、両親を強制する権利をもっている。自由教育の

要求、すなわち教育は両親の好みにまかせるべきだという要求 と、国家の監督を受けるべき

だという要求 との間で続いているフランスでの争いは、まさにこの問題に属する。

〈論評〉一 本節は、市民社会が行なう公教育の意義づけに関 して端的に述べられた重要な

個所である。

人間形成に及ぼす教育の意義については、『法 ・権利の哲学』第3部 「倫理」 の 「家族」

の個所　　 「子どもの教育 と家族の解体」　　 においてすでに基本的に述べられたところで

ある。 しかし、市民社会の一重要機能 としてある 「教育」なのであるから、 ここで再度その

意義について確認 しておきたい。

私が最 も重視すべきと思 うのは、ヘーゲルが教育を 「社会の成員となる能力」の形成 ・獲

得 と意義づけしている点である。いわゆる〈読み ・書 き・ソロバ ン〉の能力の養成は重要で

ある。だが、 この能力 もたんなる個人の個人的能力の開発、個人的技能の習得 といった意義

づけであってはならないのである。ヘーゲルによると、市民社会の成員 となる諸能力の中に

位置づけられねばならないのである。要するに、市民社会の中で他者 と協同し、様々な労働

に従事 し、公共的精神を形成 しつつ生 きてい く、同時に結婚 し、家庭 ・家族を運営 ・管理 し

ていく諸能力 と連関づけられるということであろう。

こうした諸能力は、「恣意と偶然性」に支配された両親による家庭での教育では獲得 され

ない。市民社会の中の公教育においては じめて実現される、 とヘーゲルは考えるのである。

だからといって、公教育が万能であるというわけではない。ヘーゲルの指摘にみられる当時

フランスにおいて論争 されていたように、「自由教育」要求と 「公教育」要求 との間の争い

は当然あってしかるべき事柄なのである。今日でもそうであろう。5)

要は、公教育の側がみずからを万能 とみなさずに、親の要求にも謙虚に耳をかたむけた、

絶えず自己革新をはかる公教育でなければな らないということ、そ して自由教育により補足

されるものでなければならないと私は思 う。

[第240節]

〈ヘーゲルの叙述〉　　 [市民社会 は成員に教育を行なう義務 と権利を有 しているのと]同

じく市民社会は、浪費によって自分の生計や自分の家族の生計の安全を破壊する連中につい

ては、[彼 らを]後 見 し、彼 らに代わって社会の目的と彼 ら自身の目的 とを遂行する義務 と

権利をもっている。



〈補遺〉　　 アテネには、市民は皆、何によって生計を立てているかを申告 しなければなら

ないという掟があったが、今 日では、何によって生計を立てようと、およそ人の知 ったこと

ではない、というのが人々の見解である。

確かにどの個人 も、一面ではみずから独立 しているが、 しか し他面ではやはり、市民社会

システムの成員である。 したがって、各人が市民社会か ら生計の資を求める権利をもってい

るかぎり、市民社会 は各人を、彼 ら自身からさえも護 らなければならない。問題なのは飢餓

だけではない。む しろそれ以上の観点は、一人の賎民(Pobel)を も生 じさせてはな らない

ということである。市民社会は諸個人を養 う責務をもっているから、彼 らを鞭撻 して生計の

道を計 らせる権利をももっている。

〈論評〉　　 本節において重要なのは、市民社会において各人は、一面ではみずか ら独立 し

ているが、他面では市民社会の成員であるということが確認されている点である。ここから、

〈個人一市民社会〉間に相互の〈権利一義務〉関係が生 じるのである。

それは例えば、最 も基本的な事柄でいえば、生計の確保に関わる〈権利一義務〉関係であ

る。各個人は、みずからの生計の資を市民社会から求め る権利をもっている。それに対して、

市民社会は彼 らを養い、護る義務を負 う。

一方
、市民社会は各個人を養い、彼 らに生計の資を確保する義務をもっているか らこそ、

なおのこと彼 らにみずか らの精一杯の努力を促 し、できるだけ自助努力により生計を確保さ

せる権利をもっているといえる。 これに応える形で、各個人の方 も、みずからの生計と家族

の生計の安全を可能なかぎり確保するよう努力する義務を、市民社会に対して負っていると

いえるのである。

以上のようなヘーゲルの主張で大切なのは、個人からの市民社会に対する一方的な要求だ

けで終わっていない点である。要求 ・権利のあるところには、それ相応の義務が発生するの

である。 こうした〈個人一市民社会〉間における生存問題をめぐる〈権利一義務〉関係の確

認 にさいして、ヘーゲルの主張において大 きな感銘を受 けるのは次の言葉である　　市民社

会は 「一人の賎民をも生 じさせてはならない」。

自由競争を基本原則 としながら、社会の責任で構成員すべての生存の維持 ・確保が可能 と

するヘーゲルの主張を現代の我々は反芻 し考慮 しながら、その実現の具体的方策を探 らねば

ならないと思 うのである。

[第241節]

〈ヘーゲルの叙述〉一 偶然的な肉体的状態や、外的境遇のうちに含まれている偶然的な事
　 　

情 も、諸個人を貧困に陥れることがある。貧困状態は、諸個人が市民社会の諸々の欲求をも

つことを妨げはしないが、　　 市民社会が彼 らか ら自然的な取得手段を取り上げており、一

族としての家族のかなり広い絆を廃 している以上、一 貧困状態は他方では、諸個人からあ



らゆる社会的便益を奪 うのである。すなわち、技能と教養によって生計を営む能力を身につ

ける便益、司法活動や保健事業(Gesundheitssorge)か ら受け取る便益、宗教的慰め等をも、
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　

多かれ少なかれ奪う。それ故、普遍的な威力が貧民(Arme)に 対 して家族 の役 目を引 き受

け、彼 らの直接的な貧苦を顧慮す るだけでな く、 労働 を嫌が る気持 ち(Gesinnung,

disposition)や 性悪な根性、またこうした立場と不当な仕打 ちを受 けている感情 とか ら生

じるその他の悪徳等をも顧慮するのである。

〈論評〉－ 本節でヘーゲルは、市民社会における貧困問題の具体的な状況について述べて

いる。ヘーゲルは本節以前 において も、この貧困問題について何回か述べてきた。そ して貧

困問題は市民社会の帰結の問題として、そうであるが故に、市民社会が根本的に対応 しなけ

ればならない問題として、ヘーゲルが確認 している重要事項である。まず、貧困状態が諸個

人 に与える具体的影響の確認が重要である。

　 自由競争の社会といっても、市民社会においてある個人が貧困状態におかれた場合、(イ)

自然的な取得手段が取 り上げ られている、(ロ)家 族の絆が破壊 されている、(ハ)技 能、教

養 によって生計を営む能力を身につける便益を奪われている、(二)司 法活動、保健事業を

受け取 る便益を奪われている。

　 こうした具体的状態にあるか らこそ、市民社会の義務として次のような例が必要となる。

それは、貧民 に対 して 「普遍的な威力」 として次のような役目を負わねばな らない。(イ)

家族の役 目を引き受 ける、(ロ)労 働 ぎらいの気持ち、性悪な根性等の矯正の役 目を引き受

ける。

　市民社会 は 「一人の賎民をも生 じさせてはならない」 という前節の確認が、 ここに活 きて

くるのである。賎民や貧困問題への対応が結局 は、市民社会の最終的重要課題 となるのであ

る。

[第242節]

　 〈ヘーゲルの叙述〉一 貧困には主観的な面があり、 また総 じて各個人がもともと彼の属す

　 る自然的生活圏においてさらされているあらゆる種類の窮乏にも主観的な面がある。したがっ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 て、 こうした主観的な面に対 してはやはり、心情(Gemut)や 愛情を顧慮するとともに特
　 .　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.

　 殊的な事情を顧慮 した、主観的な援助 も必要である。 ここに、普遍的対策がどれほど講 じら
　 　 　 　 　 　　　　　

　 れても、道徳(Moralitat)の はたらく十分な余地が見い出される場がある。

　　 しかし、 こうした援助は、それ自身 としても、その効果 においても、偶然性に左右されて

　 いるから、社会の努力目標は困窮 とその救済策 とのうちに普遍的なものを見つけ出して、普

　 遍的対策を講 じ、先のような主観的援助をよりいっそう不要のものにすることにある。

　　　(以下では、社会による貧者への救済策が講 じられても、なお慈善がなされる余地がある

　 こと、そしてその慈善の有す る意味について叙述 されているが、略)



〈論評〉一 本節で主張されている貧困や窮乏における主観的な面 とはどのようなことを意

味 しているのか。すでに第200節 、第207節 において、若干ふれられてきたことではある。 し

か し、十分に明瞭になっていることではないように思われる。

貧困とか窮乏ということにおいては、生活 し、生きていく上で基本的なものにおける欠如

状態が指摘 しうる。個々人によって欠如状態の受けとめ方で多少の違いがあるにしても、絶

対的な欠如状態は客観的なものであろう。

しか しながら、今の貧困や窮乏の渦中にあるのは個々の生身の人間なのであるか ら、様々

な心情や感情、精神的なものが関与 してくることも事実であろう。一方で、基本的な生活状

態が貧困であっても、その人の心は清廉であり、精神は高貴であることもあるであろう。だ

が他方で、心 もすさみ精神 も病んでしまう場合もあり、大多数はこちらの方が多いと思われ

る。

後者 については、ヘーゲルが第200節 で述べたことであるが、市民社会 における資産上の

不平等が 「身体的精神的な素質を、その発達 において相違させる」、「知的、道徳的教養の不

平等へも高めさえする」に関連することなのである。

市民社会における富と貧の不平等、そして今問題の貧(困)の 有する主観的な面とは、先

のような心や精神の病いに関わる事柄だと思 う。だとすると、市民社会における援助という

ことでいえば、貧者への心や精神面での顧慮 は重要な側面だといえる。この点についてヘー

ゲルが本節において、「心情や愛情を顧慮する」必要を強調 したのである。 そ して、 この点

を顧慮 し援助するやり方は、個々人のあり方により事情が非常に異なるが故に、ヘーゲルが

「特殊的な事情を顧慮」すべきと述べたのである。

だが本節におけるヘーゲルの確認で大事なのは、上述のような貧困や窮乏における主観的

な面への顧慮と援助の必要性の点 とともに、 こうした 「主観的援助をよりいっそう不要の も

のにする」 ところの、困窮への社会による 「普遍的対策」=社 会保障の充実 ・整備を強調 し

ている点である。後者 は、(市 民)社 会論としてきわめて重要であると思 う。

[第243節]

〈ヘーゲルの叙述〉一 市民社会が妨げられることのない活動状態にあるときは、市民社会
　 　 　 　 　 コ

はそれ自身の内部で人口と産業との発展途上にある。一 人間の諸欲求を通じて人間の連関
..

が普遍化することによって、 またこれらの欲求を充足させる手段を作製調達する方法が普遍
..

化す ることによって、富の蓄積が増大する。その理由は、この二重の普遍性から最大の利得
　 　 　 　

が得られるからである。　　しかしこれは一面であり、他面では、特殊的労働の個別化と融
..

通のきかなさとが増大するとともに、 この労働に縛 りつけられた階級(Klasse)の 隷属 と窮
　

乏 とが増大 し、これと関連 してこの階級は、その他の諸能力、特に市民社会の精神的な便益

を感受 し享受する能力を失 う。



〈論評〉一 本節 は、ヘーゲルの市民社会観の到達点を示す最も重要な個所の1つ である。

重要というのは、市民社会の有する積極的と否定的との二重的性格、およびとりわけその中

の否定的性格をヘーゲルはしっかりと確認 しているか らである。

これまでの節においても確認してきたように、市民社会の第1の 契機は 「欲求の体系」で

あって、人々の欲求充足→充足手段の作製調達等を通 して人々が相互に依存 しあい普遍的に

連関して、その結果富を蓄積 していく。 この点が市民社会が正常 に活動 し、機能 している場

合の状況であって、「人口と産業との発展途上にある」といわれる事柄である。

この点は人間の諸能力の発展、社会の進展の確認ということで、た しかに重要である。 し

かし、 このことは市民社会の一面なのである。市民社会の肯定的 ・積極的な面と背中合わせ

になっている、 もう一面にぜひとも注目しておかねばならない。それは本節の後半部分にあ

たる個所であり、「労働の疎外」、「人間の疎外」 とまとめられる内容のものである。

「労働の疎外」については、すでに例えば第198節 で述べ られていた。「労働の分割(分 業)」

から帰結するところの、労働の抽象化、機械化 として指摘された。このことは、 しか し次の

ような点から指摘できるのである。労働の個別化と融通のきかなさの増大、こうした労働に

縛 りっけられた階級の隷属 と窮乏 との増大、そ してこの階級の人々の市民社会における諸能

力　　　精神的便益を感受 し享受する能力　　　の喪失。

前節の内容と合わせて考察するならば、市民社会における〈富一貧〉問題、とりわけ 「貧」

に関わる事柄は労働の疎外へつながるだけでなく、 もっと根本的に人間の疎外そのものの根

本原因になっているとのヘーゲルの主張を確認することができるのである。そ してこの点の

確認は、ヘーゲル 「市民社会」論から〈ヘーゲルーマルクス〉問題へと連関 していく重要な

内容に深 く関わっているように私は考えている。

[第244節]

〈ヘーゲルの叙述〉　　　市民社会の成員に必要な生計の規模はおのずからきまってくる。大

衆が この一定の生計規模の水準以下に零落するということは、　　 したがって権利感情、遵

法の感情、おのれの活動によって生活を維持するという誇 りの感情を失 うまでに転落すると
　 　

いうことは、　　　賎民(Pobel)の 出現を引き起 こす。そ して、これに伴って他方で は同時

に、不釣合な富が少数者の手中に集中することがいっそう容易になる。

〈補遺〉　　最低の生計規模である賎民のそれは、おのずか ら定まってくるが、 この最低限

は民族が異なるにつれて非常に違う。 イギリスでは、最 も貧 しい者でさえも自分の権利はもっ

ていると信 じている。 しか しこれは、他の国々の貧民がそれでもって心の満足を感 じるとこ

ろのものとはいささか異なっている。

貧困それ自身は、何ぴとをも賎民にしはしない。賎民は、貧困に結びついている心指 しに

よって、すなわち富者や社会や政府などに対する内心の反逆によって、はじめて賎民 として



規定される。 さらにこうした心指 しの結果、人間は偶然だけを頼 りとするために、軽佻 浮薄

になり、労働ぎらいになる。例えば、ナポリの乞食がそうである。 こうして賎民には、生計

の資をおのれの労働によって手に入れるという誇 りはもっていないのに、それでも生計の資

をあてがって もらうことをおのれの権利 として要求する、という悪弊が生 じる。

どんな人間 も自然に対 しては権利を主張することはできないが、社会関係にあっては、貧

苦はたちどころに、どれかの階級に加えられる不法の形式をとる。いかにして貧困を取り除

くべきかという重大問題こそ、とりわけ近代社会を動か し苦 しめている問題なのである。

〈論評〉一 一前節に続いて、市民社会における〈貧 一富〉問題の、貧困に関わる事柄が主テー

マになっている。

「市民社会の成員に必要な生計の規模はおのずからきまってくる」　　　これがヘーゲルの

主張である。市民社会に妥当な 「生計規模」とはおおよそ見当がつけられて も、「おのずか

らきまってくる」といわれるほど自明なものではないであろう。その時代 と、その社会の状

態によって 「生計規模」 は異 なってくるであろう。我が国でもしばらく前に〈 シビル ・ミニ

マム〉(松 下圭一)に ついて大きな論議がなされたが、決 して結論が出たわけではない。日

本国憲法に明記された 「健康で文化的な最低限度の生活」とはどのような規模 と質のものな

のかについて、大いに議論 し内容を明確化 していく必要があると思 う。

必要な 「生計規模」の具体的内容を今は問わない。 そして、ヘーゲルの主張する 「賎民」

の問題に移 りコメントしたい。たしかに、賎民は貧困か ら生 じるのである。 しか し、 「貧困

それ自身は、何ぴとをも賎民 にしはしない」とのヘーゲルの主張は真実なのである。貧困に

立ち向かい、貧困を克服する人々も多い。 こういう人々とは異なって、一定の生計規模の水

準以下に零落することによって、人間 としての権利感情や、市民社会の秩序やルール、遵法

感情を失い、みずか らの労働 によって自立 して生 きていこうとする誇 りの感情、等の喪失 し

たものが賎民なのである。

みずか らの力により生 きていく努力が足 りないとして、賎民を切 り捨てるわけにはいかな

い。賎民 も市民社会の成員なのである。まして、賎民を生 じさせる根本原因の貧困は市民社

会の必然的帰結である。 となると、みずか ら成員である賎民をまっとうな成員にする責務が

市民社会自身にあるといわねばならない。

喪失 している人間としての権利感情や、市民社会の成員であるという誇りの感情を惹起な

いしは再生させ、労働を通 した自立志向の精神を植えつけるのはまさに市民社会全体の仕事

であろう。 しか し、賎民を発生 させる根本原因は貧困なのである。この貧困は、市民社会の

必然的産物なのである。だとすると、市民社会はこの貧困と賎民問題を根本的に解決するこ

とができるのだろうか。いかにして貧困を取り除 くべ きかという問題 は、 「近代社会 を動か

し苦 しめている問題」 とヘーゲルは確認 しているが、 これは近代社会だけではな く、そのま

ま現代社会の根本問題に他ならない。



[第245節]

〈ヘーゲルの叙述〉 一一貧困に陥ろうとしている大衆を助けて、彼 らなりのちゃんとした生

活様式を続けさせるための直接の負担が、富んでいるほうの階級(Klasse)に 課せられるか、

あるいはそのたあの直接の手段が、か りに他の公的所有[富 裕な公営病院、慈善施設、修道

院]の うちにあるとすると、窮民の生計は労働によって媒介されることなくして保障される

ことになるであろう。 しか しこのことは市民社会の原理に、すなわち市民社会の諸個人の自

主独立と誇りの感情という原理に反するであろう。一 そこで今度は彼らの生計を労働によっ

て[労 働の機会を提供することによって]媒 介するとすると、生産物の量が増えることにな

るであろう。そうすると、一方では生産物が有り余り、他方ではこれに釣り合った[そ れ自

身生産者である]消 費者が不足するということになるのであって、これがとりもなおさず禍

の本質である。そしてこの禍は、前の直接的方法によっても、後の間接的方法によっても、
..

ただ増大するばかりである。 ここにおいて、市民社会が富の過剰にもかかわらず十分には富
　 　 　 　 　

んでいないことが、すなわち貧困の過剰 と賎民の出現を防止するにたるほど、 もちまえの資

産を具えてはいないことが暴露 される。

(以下では、救貧税、慈善施設、私的な慈善、等がもたらした諸結果についてイギ リスの

実例にふれて述べられているが、略)

〈論評〉一 本節では貧困の救済方法と、その救済の必然的帰結について確認されている。

救済方法 としてヘーゲルがあげているのは次の2つ である。1つ は直接的方法であり、 も

う1つ は間接的方法である。直接的方法 というのは窮民(貧 民)の 生計を彼 ら自身の労働に

よらず して、救済方法を富者階級に課せるか、あるいは公営病院や慈善施設等の公的所有に

よって対処する方法である。他方の間接的方法は、彼 らに労働の機会を提供 し、彼 ら自身の

労働によって生計を得させて、貧困を克服させようとする方法である。

ヘーゲルの考えか らすると、前者は市民社会の原理に反 していることになる。すなわち市

民社会の原理は、どの個人もみずか らの労働により自主独立をはかる、 ここに人間としての

誇りの感情があるとする点にある。

こうした市民社会の原理からすると、後者の間接的方法による貧困(窮 民)へ の対策が最

もふさわ しいものとなる。

ところが、 ここで困った問題が発生することになる。それは貧民への労働の提供 による貧

困救済策 は、実 は市民社会全体における生産物量を増大 させ、過剰生産、消費不足をきたす

ことになる点である。

過剰生産 という市民社会における富の過剰 という状況にもかかわ らず、否、それであるが

故に、「貧困の過剰と賎民の出現」を防止 しえないどころか、むしろそれを促進 しかねない

のである。 ここに市民社会の矛盾の問題が、「市民社会が富の過剰にもかかわ らず十分 には

富んでいない」 こととしてヘーゲルにより認識 されることになる。6)



　では、過剰 とさえいえる富を利用 しなが ら市民社会における貧困(貧 民)問 題は、ヘーゲ

ルによりいかに克服されようとするのか。次節以降では、特 にこの点に注目しなが ら読んで

いくことにしたい。

　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　 注

1)「 公共政策」 の原語 は<Polizei>で ある。 この語 は、従来 は 「福祉 行政」(藤 野 ・赤沢訳、 中央 公論社)、

　「監督官庁」(三 浦和男他訳、 未知谷)、 「行政」(高 峯一愚訳、論創社)と 訳 され て きた。 しか し違 法行 為

　 の取 り締 ま りや防犯か ら公共 事業 の実施、職業 の斡旋、 また植民政策 の実施 に至 るまで きわ めて幅 広 い国

　 内行政 の主 な内容が含 まれてい る。 したが って、私 は 「福祉行政」等 よりは多 くの内容を含 む と思 わ れ る

　「公共政策」 を訳語 と した。 この点 では、高峯訳 の 「行政」 に近 い と思 う(高 峯 氏 も次 のよ うに説 明 され

　 ている一 「Polizeiは …・・…・いわゆる 『警察』 のみでな く、 『経済政 策』や 『社会政策』 を も意味 して い

　 る………」 同訳書、339ペ ー ジ)。(ち なみに、 ヘーゲル 『法 ・権利 の哲学』 の英訳 者 であ るT.M.ノ ック

　 スは、 《Hegel's　Philosophy of Right,　 Oxford　 University　 Press,1942.》 におい て、<Polizei>

　 を〈police[or　 the　public　 authority]〉 と訳 している。)

　　 ところで、<Polizei>は 時代 と論 者によってその意味す る ところに大 きな違 いが あ るよ うで あ る。 川

　 本隆史氏は 「ポ リツ ァイ と福祉国家一 ヘーゲル ・フーコー ・ロー ル ーズ　　 」 におい て、<Polizei>

　 の語源 とその意 味内容 の時代的変化について次 のよ うに詳述 してい る。語源一 「集合的な居 住地 を 囲む

　 防壁を共同 して築 く」 ことを意味 した<Polizein>に 求 める ことがで きる。時代的変化一 語源 にあ た る

　 ものが、ポ リール(磨 いて きれ いにす る、浄化 す る)に 由来す るポ リテス(礼 儀正 しさ)と の意 味の 融合

　 を きた し、(イ)国 家が 目指すべ き、共同体 のよ き秩序 の状態、(ロ)そ の目的 を達成す るた め に王 や封 建

　 領主が制定す る法律や命令、(ハ)そ うした法律 を市 民 ・臣民 が誠実 に履行す るよ う監督す る官 庁 や官吏 、

　 を意味す るようにな った。続 いて、川本氏 は16世 紀の 「帝 国ポ リツ ァイ条例」 か ら18世紀にかけてポ リツァ

　 イを冠す る官庁の権限が 「公共 の福祉」を口実 として拡大 の一 途をた どった ことを跡づ けた後、18世 紀 後

　 半 にはこの拡大への批 判 ・抵抗運動が繰 り広げ られた と指摘 して いる。 その反映 と して、カン トのポ リツァ

　 イに関す る次の ような消極的 な(意 味内容を縮 少 した)考 え方 　　　「ポ リツ ァイは、公共の安全、快適さ、

　 および風紀 を配慮す る」(加 藤新平他訳 『人倫 の形而 上学』、 「世界 の名著」32、465ペ ージ)　　 を結 果 さ

　 せ た、 と川本氏 は述べて いる。(城塚登 ・浜井修編 「ヘーゲル社会思想 と現代』東京大学 出版会、418～419

　 ページ参照)

　　 このカン トの意味内容 と比 べてヘーゲルのポ リツァイ論 の フォローす る内容 ははるか に広 く、 本 文 でみ

　 たように、 いわ ゆる警察的業務 か ら 「福祉行政 」を も含み、 さ らには 「公共政策」全般 にまで拡 大 し、 配

　 慮 して いる ことが分か る。

2)<Polizei>を 注1)に おいて明記 したような理由か ら、私 は 「公共政策」 と訳 した。但 し、<Polizei>

　 には公共政策 を実施す る機 関、 ある種 の権力機構等 も含 まれて いるのであ る。 したが って、本 節 で のテ ー

　 マのよ うに、 ある私的行為 が不法 の面 をもち、それ に対 して公共 の立場 か らなされる刑罰を課 す場 合 に問

　 題 となる 「公共政策」 は、一種 の 「警察的権力」=「 普遍的威力」 による もの といえるで あろ う。 こう し

　 た ことを考慮 して、先 のよ うな内容 ・コ ンテキ ス トにお いて用 い られ てい る<Polizei>に は、「公共政策1

　 [警察 的権力]の ような補足 的訳語 を与 えてお いた。

3)「 悟性 的無限性」 について、 ヘーゲルはいわゆ る 『小論理学』 において次 のよ うに説明 してい る。 「反 省

　 的悟性(der　 reflektierende　 Verstand)が 一般 に無限性を問題 とす ると、主 として拠 りどころ とす るの

　 は量 的無 限進行 である。 しか し無限進行 のこの形態 につ いて は、先 に質 的無 限進行 につ いて述 べ た と同 じ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　

　 ことがいえ る。 それは真 の無 限性の表現 ではな くて、 たんな るゾ レンを脱 せず、 したが って実 際 は有 限 な

　 もの の うち に 立 ち 止 ま って い る悪 し き無 限 性 の表 現 に す ぎ な い 。 」(Hegel,　 Enzyklopadie　 der



philosophischen　 Wissenschaften　 im　Grundrisse,　 Erster　 Teil　Die　 Wissenschaft　 der　Logik,　 G.W.F.　 Hegel

　 Werke　 in　zwanzig　 Banden,8,　 S.219,　 Suhrkamp　 Verlag,　 Frankfurt　 am　 Main　 1970.松 村 一 人 「小

　 論 理 学 』 上 巻 、315～316ペ ー ジ、 岩 波 文 庫)こ の よ う に、 「悟 性 」 の関 わ る無 限 性 は 「悪 しき無 限 性 」 だ

　 と され る。

　 　 「悪 しき無 限 性 」 と はヘ ーゲ ル に よ る と こ うで あ る　 　 「現 存 在(Dasein)の 二 つ の モ メ ン ト、 あ る も

　 の と他 の もの とを 別 々 に考 え て み る と、 そ こ に は次 の よ うな こ とが 見 い出 され る。 す なわ ち、 あ る も の は

　 他 の もの にな り、 こ の他 の もの は そ れ 自身 一 つ の あ る もの で あ って 、 それ は あ る もの で あ る か ら同 じ く他

　 の もの に な り、 こ う して同 じこ とが 限 りな く繰 り返 され る。 」(ibid.,　s.199.同 書 、286ペ ー ジ)こ う した

　 「悪 し き無 限 性 」 に対 して、 「他 者 の うち にあ って 自分 自身 の も とに あ る こ と にあ り、 あ る い は、 こ れ を 過

　 程 と して言 い表 わ せ ば、 他 者 の う ちで 自分 自身 へ くる こと に あ る」(ibid.　 s.199.同 書 、286～287ペ ー ジ)

　 あ り方 が 「真 の 無 限 性 」 とさ れ る。

　 　 ヘ ー ゲ ル が 指 摘 す るよ うに、 現 存 在 す る二 つ の モ メ ン トが い つ ま で も相 互 転 化 を 繰 り返 し て 無 限 に 進 行

　 して い くあ り方 が 「悪 無 限 」 とい う こ とで あ ろ う。 『法 ・権 利 の 哲 学 』 第234節 の 内 容 に即 して い え ば、 何

　 が 有 害 ・無 害 か 、 何 が 疑 わ し く ・疑 わ し くな い か、 何 が禁 止 され るべ きか 否 か 、 等 が その時 々 の場 合 に よ っ

　 て相 互 に転 化 して し ま う こ とで あ る。 これ は 真 理 や権 利 ・正 の 客観 的 基 準 が な い場 合 に 生 じ る事 柄 で あ る。

4)　 ヘ ー ゲ ル は、 「市 民 社 会 」 章 に先 立 つ 「家 族 」 章 の 冒頭 の節(第158節)で 次 の よ う に述 べ て い る
　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　ロ　　　ロ　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

　 「家族 は精 神の直接的実体性 として、精神 の 自己感情 的一体性、 すなわ ち愛情をおのれの規定 と して い る。

　 したが って[家 族の]心 指 し(Gesinnung)は 、精神 の個体性 の 自己意識 を、即 自かつ対 自的に存在 す る
　 　 　 　 　 　 　 　 コ　　　　　コ　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

　本質性 としての この一体性 において もつ ことによ って、 その なか で一 個独 立 の人 格 と してで はな く成員

　 (Mitglied)と して存在す る ことで ある」。

　　 このヘーゲルの叙述 は次 の ことを表現 している。 すなわち、 「家族」 において家族員 は相互 に愛情 によっ

　 て結 び合わ された一体性 にあ り、 それ自体 でま ったき全体性 をな してい るとい うこと、 したが って家 族員

　 はまさに家族 の成員 として意味 を有 しているのであって、一個 の独立 した人格 としてあ るので はな い とい

　 うことであ る。 家族員 を家族 の絆か ら引 き離 す ことを通 して、 各 々独立 した人格 と して成 立 させ るのが

　 「市民社会」 に他 な らない。

5)市 民社会 が公共政策 の一環 と して行 な う 「公教育」 は当然必要 な ものであ る。 しか し、 だか らとい って

　教育 内容(の すべて)に 公権力が介入 すべ き とい うことではない。 む しろ内容 にはかかわ らず に、 教育 が

　十分 に効果 をあげ られるように教育環境 の整備 に最大限努 めるのが公権力 のあるべ き姿 だ と思 う。

6)本 節 でのヘーゲルの認識 には、〈 ヘーゲルーマルクス〉関係問題 が介在 するが、 ここでは三浦和 男氏 の

　次 のよ うな指摘 だけに留意 してお きたい一 「後 になって マルクスによって分析 の主要 な対 象 とな った よ

　 うな問題 に対 する炯眼 がすで にここに見 られる。 ヘーゲ ルの場合、 こうした問題 を、今 日流 の いい方 をす

　 れば、福祉国家 の手 で救済す る方向で考 えるか ら、その解決の役割 を国家 の手 に帰す のである。 …… … マ

　 ルクスは、国家 の役割 を、市民社会 の矛盾 の直接的反映 に、つ ま りそれ らの保持 と固定化 の うちに見 て い

　 たので、 これ ら矛盾 を国家が解決で きるとは見て いな い。 したが って彼 は、市民社会 に直接 に根差 してい

　 るこの いわゆ る政治国家の廃絶 を要 求す るのであ る」(三 浦和男 他訳 「法権利の哲学』未知谷、403ペ ージ)。

　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 (以下次号)
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